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測定・確認用タンク水(B群)の排水前分析結果

測定項目 要求根拠 運用目標 分析結果

① 測定・評価対象核種(29核種)
実施計画

トリチウム以外の放射性核種の告
示濃度限度比の和が1未満※2 0.28

② トリチウム トリチウム濃度が100万Bq/L※3未満 14万Bq/L

③
自主的に有意に存在していないこ
とを確認している核種(39核種) 自主管理

対象とする核種が有意に存在して
いないことを確認

全ての核種で有意な存在なし

④ 一般水質 44項目 水質基準の事前確認※4 全ての項目で基準値を満足

⚫ 2023年6月22日に測定・確認用タンク(B群)から採取したサンプル(2023年3月27日採水)
の排水前分析結果が得られ、放出基準を満足していることを確認（表１）

⚫ 項目①：測定・評価対象核種(29核種)の告示濃度比総和は0.28となり、1未満であることを確認

⚫ 項目②：トリチウム濃度の分析結果は14万Bq/Lとなり、100万Bq/L未満であることを確認

⚫ 項目①／②：当社委託外部機関（株式会社化研）の分析においても、同様の結果が得られたことを確認

なお、第三者（日本原子力研究開発機構）※1でも同様の結果

⚫ 項目③／④：運用目標を満足していることを確認

⚫ 2023年6月26日に測定・確認用タンク(C群)、7月10日に測定・確認用タンク(A群)から採水した
サンプルについても同様に分析を行う

※4 同項目について、年1回の放水立坑(上流水槽)サンプリングにて、
法令要求を満足することを確認

表１．測定・確認タンク水(B群)の排水前分析結果

※1 ALPS処理水の第三者分析（https://fukushima.jaea.go.jp/okuma/alps/dai3/analysis-result.html）

※2 核種毎の告示濃度限度に対する割合の合計値が1を超えてはならない
※3 放出時の濃度が1、500Bq/Lを超えないように海水希釈後の濃度（運用値）を

設定した際の処理水濃度の最大値

https://fukushima.jaea.go.jp/okuma/alps/dai3/analysis-result.html
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（参考）測定・確認用タンク水(B群)の排水前分析結果（１／４）

⚫ 測定・評価対象核種(29核種)の告示濃度比総和は0.28となり、1未満であることを確認

測定・評価対象核種
(29核種)

放射能濃度
分析結果(Bq/L)

告示濃度に対する比

※処理水ポータルサイトより抜粋
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（参考）測定・確認用タンク水(B群)の排水前分析結果（２／４）

⚫ トリチウム濃度の分析結果は14万Bq/Lとなり、100万Bq/L未満であることを確認

トリチウム濃度(Bq/L)

※処理水ポータルサイトより抜粋
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（参考）測定・確認用タンク水(B群)の排水前分析結果（３／４）

⚫ 自主的に有意に存在していないことを確認している核種(39核種)について、全ての核種で有意に

存在していないことを確認

※処理水ポータルサイトより抜粋

自主的に有意に存在していない
ことを確認している核種(39核種)

判定結果
〇：有意に存在しない
×：有意に存在する
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（参考）測定・確認用タンク水(B群)の排水前分析結果（４／４）

⚫ 一般水質44項目(自主的に水質に異常のないことを確認)について、全ての項目で基準値※1を満足

していることを確認

一般水質項目(44項目)

※２：処理水ポータルサイトより抜粋

測定結果

※１：福島県「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(別表第2)」、
「福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則(別表第5)」に基づく
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（参考）ALPS処理水希釈放出設備および関連施設の全体像

イメージ図は、ALPS処理水審査会合（第8回）資料1-1に記載

https://maps.gsi.go.jp/#13/37.422730/141.044970/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1


（参考）海洋放出初期の少量放出の方法の補足説明

〇 ALPS 処理水の海洋放出にあたって、測定・確認用設備において測定・確認済みの ALPS処理
水（約1万m3/タンク群）ごとに、希釈放出することにしている。このとき、政府方針に従い、初期
段階では慎重に少量での放出から開始するが、次の 2段階で実施し、必要な検証を実施する。

第1段階
放水立坑（上流水槽）を使用し、少量の ALPS 処理水等を希釈後、トリチウム濃度を直接
確認した後に海洋放出する。

第2段階
ALPS 処理水の放出量および放出間隔を調整しながら海洋放出する。第2段階の放出方法に
ついては、放出開始初年度の放出計画で定める。

なお、第2段階終了後は、測定・確認用設備において測定済みの ALPS 処理水約1万m3/タンク
群を連続放出、かつタンク群ごとの放出間隔を空けないで実施する。

【政府の基本方針】
３．ALPS 処理水の海洋放出の具体的な方法
（２）風評影響を最大限抑制するための放出方法

⑥海洋放出の実施に当たっては、周辺環境に与える影響等を確認しつつ、慎重に少量での放出から開始することとする。
また、万が一、故障や停電などにより希釈設備等が機能不全に陥った場合や、モニタリングにより、異常値が検出された
場合には、安全に放出できる状況を確認できるまでの間、確実に放出を停止することとする。

出典：第14回東京電力福島第一原子力発電所多核種除去設備等処理水の処分に係る実施計画に関する審査会合 2022年4月11日
補足説明資料 資料1-2 （3～5章） https://www.nra.go.jp/data/000386100.pdf
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